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は じ め に  

 

近 年 、 新 生 児 集 中 治 療 室 等 で の 入 院 治 療 後 、 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 営 む た

め に 、 恒 常 的 に 経 管 栄 養 、 喀 痰 吸 引 そ の 他 医 療 行 為 （ 以 下 「 医 療 的 ケ ア 」 と い い

ま す 。） を 受 け る こ と が 不 可 欠 で あ る 児 童 （ 以 下 「 医 療 的 ケ ア 児 」 と す る 。） が 増

加 し 、 医 療 的 ケ ア も 含 め 障 害 を 有 し て い る 児 童 も そ の 他 の 児 童 と 変 わ ら ず 受 け 入

れ る こ と を 目 指 す イ ン ク ル ー シ ブ な 保 育 が 推 進 さ れ る よ う に な っ て き て い ま す 。  

そ の よ う な 中 、 医 療 的 ケ ア 児 や そ の 家 族 が 、 個 々 の 状 況 や ニ ー ズ に 応 じ た 適

切 な 支 援 を 受 け る こ と が で き る よ う 体 制 を 整 備 す る こ と が 重 要 な 課 題 と な っ て お

り 、 寝 屋 川 市 内 の 認 可 保 育 所 、 認 定 こ ど も 園 、 地 域 型 保 育 事 業 所 （ 以 下 「 保 育 所

等 」 と す る 。） に お い て は 、 医 療 的 ケ ア を 必 要 と し て い な い 児 童 と 共 に 、 児 童 同

士 の 関 わ り や １ 日 の 生 活 の 流 れ な ど 、 乳 幼 児 期 に 相 応 し い 環 境 の 中 で 保 育 を 受

け 、 医 療 的 ケ ア 児 の 健 や か な 成 長 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

平 成 28 年 ５ 月 、 児 童 福 祉 法 が 改 正 さ れ 、 各 地 方 公 共 団 体 に お い て 、 医 療 的 ケ

ア 児 が 必 要 な 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 保 健 、 医 療 、 障 害 福 祉 、 保 育 、 教 育 等 の 連

携 の 推 進 を よ り 一 層 図 る よ う 努 め る こ と と さ れ ま し た 。 ま た 、 令 和 3 年 6 月 に

は 、「 医 療 的 ケ ア 児 及 び そ の 家 族 に 対 す る 支 援 に 関 す る 法 律 」 が 公 布 さ れ 、 同 年

9 月 に 施 行 さ れ ま し た 。 同 法 に お い て 、「 各 地 方 公 共 団 体 は 、 医 療 的 ケ ア 児 及 び

そ の 家 族 に 対 す る 支 援 に 係 る 施 策 を 実 施 す る 責 務 を 有 す る 」 と 規 定 さ れ ま し た 。  

本 ガ イ ド ラ イ ン は 、 保 育 所 等 に お い て 、 医 療 的 ケ ア 児 の 受 入 れ に 関 し 、 医 療

的 ケ ア 児 及 び そ の 家 族 が 安 心 し て 保 育 所 等 を 利 用 し 、 保 育 所 等 に お い て 安 全 な 受

入 れ を 実 施 す る た め に 、 入 所 ま で の 流 れ や 必 要 書 類 、 関 係 機 関 と の 連 携 、 緊 急 時

の 対 応 等 に つ い て 、 基 本 的 な 考 え 方 や 留 意 事 項 を 示 し た も の で す 。  

保 育 所 等 は 、 医 療 的 ケ ア 児 を 含 む 全 て の 児 童 一 人 ひ と り の 状 況 に 応 じ た 保 育

を 提 供 す る 必 要 が あ り ま す 。 医 療 的 ケ ア 児 及 び そ の 家 族 の 意 思 を 最 大 限 尊 重 し 、

個 々 の 状 況 や ニ ー ズ に 応 じ た 適 切 な 支 援 を 行 う た め に 、 本 ガ イ ド ラ イ ン に 沿 っ

て 、 安 心 安 全 な 受 入 れ の 実 現 に 向 け 、 保 育 所 等 と と も に 医 療 的 ケ ア 児 と 周 り の 児

童 全 て の 生 命 を 守 り 、 成 長 や 発 達 を 保 障 で き る 保 育 所 等 を 目 指 し て い き ま す 。  
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「 医 療 的 ケ ア 児 及 び そ の 家 族 に 対 す る 支 援 に 関 す る 法 律 」 の 理 念 に 基

づ き 、 保 育 に 欠 け る 医 療 的 ケ ア が 必 要 な 児 童 の 保 育 所 等 の 利 用 開 始 に つ

い て は 、主 治 医 、保 護 者 、関 係 機 関 ※ と 十 分 な 連 携 体 制 の 下 、必 要 な 支 援

体 制 等 に つ い て 検 討 を 行 い ま す 。  

保 育 所 等 の 利 用 開 始 後 も 、 必 要 に 応 じ て 関 係 機 関 が 連 携 を と り 、 当 該

児 童 が 、 健 康 で 安 全 に 保 育 所 等 で の 生 活 が 過 ご せ る よ う 支 援 を 行 っ て い

き ま す 。  

※ 関 係 機 関 … 障 害 福 祉 課 、子 育 て 支 援 課 、あ か つ き・ひ ば り 園 、保 育 所

等 、 保 育 課 等 当 該 児 童 の 支 援 に 市 が 必 要 と 認 め る 機 関  

１  保 育 所 等 に お け る 医 療 的 ケ ア と は  

医 療 的 ケ ア と は 、「 広 く 保 険 診 療 に お い て 在 宅 医 療 と し て 認 め ら れ

る 行 為 及 び 、 そ の 他 の 日 常 的 に 家 庭 に お い て 行 わ れ て い る 医 療 的 生 活

介 護 ・ 援 助 行 為 」 で す 。  

本 市 保 育 所 等 に お け る 医 療 的 ケ ア と は 、 疾 病 等 の 治 療 を 目 的 と し た

も の で は な く 、 児 童 が 健 康 で 安 全 な 日 常 生 活 を 営 む 上 で 必 要 な 医 療 行

為 で あ っ て 、 保 育 所 等 に お い て 看 護 師 、 保 健 師 、 助 産 師 又 は 喀 痰 吸 引

等 研 修 を 受 講 し て い る 保 育 士 （ 以 下 「 看 護 師 等 」 と い う 。） が 当 該 医

療 行 為 を 行 う こ と に 支 障 が な い と 主 治 医 が 認 め 、 か つ 看 護 師 等 が 主 治

医 か ら 指 示 ・ 指 導 を 受 け た 範 囲 で 実 施 可 能 な も の で あ る こ と と し ま

す 。  

２  受 入 れ の 要 件  

①  保 護 者 及 び 対 象 児 童 が 寝 屋 川 市 民 で あ る こ と  

②  保 育 の 必 要 性 が あ り 、 主 治 医 と の 相 談 の 中 で 、 集 団 保 育 が 可 能 で

あ る と 判 断 さ れ て い る こ と  

③  病 状 や 健 康 状 態 が 安 定 し て お り 、 保 護 者 が 自 宅 で 行 っ て い る 医 療

的 ケ ア が 確 立 し て い る こ と  

１．医療的ケアについて(基本的事項)  

 

１  



 

 

④  病 状 や 医 療 的 ケ ア に 関 す る 情 報 を 主 治 医 、 保 護 者 、 保 育 所 等 、 そ

の 他 関 係 機 関 等 で 十 分 に 共 有 で き る こ と  

⑤  必 要 に 応 じ て 同 行 受 診 や 面 談 等 で 、 主 治 医 と の 連 携 を 図 り 、 保 育

課 又 は 保 育 所 等 が 指 導 を 受 け ら れ る こ と  

⑥  保 育 所 等 の 受 入 体 制 (人 員 配 置 や 施 設 環 境 )が 整 え ら れ て い る こ と  

３  医 療 的 ケ ア の 内 容 ・ 実 施 者  

⑴  医 療 的 ケ ア の 内 容  

①  経 管 栄 養 （ 経 鼻 、 胃 ろ う ・ 腸 ろ う ）  

②  喀 痰 吸 引 （ 気 管 切 開 部 か ら の 吸 引 、 口 腔 ・ 鼻 腔 内 吸 引 ）  

③  酸 素 療 法 （ 酸 素 カ ニ ュ ー レ 、 酸 素 マ ス ク ）  

④  人 工 肛 門 の 管 理  

⑤  導 尿  

⑥  血 糖 管 理  

⑦  ネ ブ ラ イ ザ ー を 使 用 し た 吸 入  

⑧  そ の 他 （ 保 育 所 等 、 主 治 医 が 共 に 対 応 可 能 と 認 め た も の に 限 る 。）  

上 記 項 目 を 基 本 と し 、 保 育 所 等 に お い て 実 施 可 能 な 項 目 を 実 施 し

ま す 。  

  ※  上 記 項 目 の う ち 、 喀 痰 吸 引 等 研 修 を 受 講 し た 保 育 士 は ① 、 ② の み 実 施 可 能 で す 。  

⑵  対 象 と な る 児 童  

 主 治 医 が 集 団 保 育 が 可 能 と 認 め た 未 就 学 児 童 が 対 象 と な り ま す 。  

た だ し 、 低 年 齢 児 に な る ほ ど 当 該 児 童 の 体 力 面 な ど 不 安 定 な 要 素

が あ る た め 、 保 育 課 が 主 治 医 に 保 育 所 等 で の 生 活 （ 自 宅 や 病 院 と は

根 本 的 に 異 な る 生 活 に な る こ と ） を 丁 寧 に 説 明 し 、 集 団 保 育 の 可 否

を 確 認 し ま す 。  

⑶  医 療 的 ケ ア の 実 施 者  

医 療 的 ケ ア は 看 護 師 等 が 行 い ま す 。 医 療 的 ケ ア を 行 う 看 護 師 等

は 、 在 籍 児 の 健 康 管 理 を 担 当 し て い る 看 護 師 等 と は 別 に 配 置 す る 場

合 が あ り ま す 。  

２  



 

 

  ⑷  利 用 開 始 日 時  

    医 療 的 ケ ア 児 の 健 康 状 態 、 保 護 者 が 保 育 を 必 要 と す る 就 労 等 の

状 況 、 保 育 所 等 に お け る 看 護 師 等 や 保 育 士 の 受 入 体 制 等 、 こ れ ら

の 状 況 を 勘 案 し 、 保 育 所 等 と 保 護 者 の 同 意 の 上 、 保 育 課 が 決 定 し

ま す 。  

ま た 、 医 療 的 ケ ア 児 を 初 め て 受 け 入 れ る 保 育 所 等 に お い て は 、

安 全 な 保 育 及 び 医 療 的 ケ ア の 実 施 の た め 、 週 ５ 日 (月 ～ 金 曜 日 )、

１ 日 ８ 時 間 程 度 を 目 安 に 保 育 を 開 始 す る こ と と し ま す 。  

※  な ら し 保 育 は 除 き ま す 。  

⑸  保 護 者 と の 協 力 等 に つ い て  

    医 療 的 ケ ア が 必 要 な 児 童 を 安 全 に 保 育 す る た め に は 、 受 入 れ 先  

の 保 育 所 等 と 保 護 者 が 、 相 互 に 理 解 し 、 協 力 す る こ と が 必 要 で

す 。 そ の た め 、 以 下 の 対 応 を 行 う こ と と し ま す 。  

①  保 育 所 等 で 行 う 医 療 的 ケ ア に 必 要 な 器 具  

     保 護 者 は 、 医 療 的 ケ ア に 必 要 な 器 具 等 の 準 備 及 び 管 理 を 行

い 、 日 々 、 不 足 の な い よ う 点 検 ・ 整 備 、 管 理 及 び 持 参 を 行 い ま

す 。  

※  器 具 等 の 故 障 ・ 破 損 等 が あ っ た 場 合 の 補 償 は あ り ま せ ん 。  

②  保 護 者 同 行 の 施 設 利 用  

医 療 的 ケ ア の 実 施 に つ い て は 、 慎 重 に 進 め る 必 要 が あ る た め

必 要 に 応 じ て 保 護 者 同 行 を お 願 い す る 場 合 が あ り ま す 。  

   ③  保 育 に 必 要 な 情 報 の 共 有  

日 々 の 健 康 状 態 等 に つ い て 、 保 育 所 等 と 十 分 に 情 報 共 有 を 行

っ て く だ さ い 。  

※  安 全 な 保 育 を 提 供 す る た め に 、 上 記 の 条 件 が 整 わ な い こ と に

よ り 、 保 育 を 提 供 で き な い 場 合 も あ り ま す 。  

 

 

 

３  



 

 

 

 

１  全 体 的 な 流 れ   

医 療 的 ケ ア 児 の 保 育 所 等 の 利 用 相 談 が 保 護 者 か ら あ っ た 場 合 、 保 育

課 で 全 体 的 な 流 れ を 説 明 し ま す 。  

２  利 用 相 談 か ら 利 用 開 始 ま で の 対 応   

⑴  利 用 相 談   

    相 談 日 の 日 程 調 整 を 行 う た め 、 保 護 者 は 保 育 課 へ 来 庁 又 は 電 話 で

相 談 を し ま す 。 利 用 相 談 の 際 、 児 童 の 状 況 や 希 望 す る 保 育 所 等 に つ

い て 保 育 課 が 確 認 し 、 保 育 所 等 の 利 用 に 向 け た 市 で の 来 所 相 談 の 日

程 調 整 を し ま す 。 保 護 者 は 、 相 談 に 来 庁 す る 際 、 次 の 書 類 を 持 参 し

て く だ さ い 。  

①  医 療 的 ケ ア 児 保 育 所 等 利 用 事 前 相 談 票  

②  医 療 的 ケ ア 実 施 依 頼 書  

③  母 子 健 康 手 帳  

④  お 薬 手 帳  な ど  

相 談 時 に は 、 改 め て 児 童 の 状 況 等 に つ い て 、 市 が 確 認 し 保 育 所 等

の 情 報 を 保 護 者 に 伝 え ま す 。  

見 学 を 希 望 す る 保 育 所 等 が あ る 場 合 に は 、 保 育 課 が 保 護 者 の 希 望

す る 保 育 所 等 へ 見 学 希 望 が あ る こ と を 伝 え 、「 医 療 的 ケ ア 児 保 育 所

等 利 用 事 前 相 談 票 」 等 を 情 報 提 供 し ま す 。  

⑵  施 設 見 学 ・ 主 治 医 と の 面 談  

原 則 、 保 護 者 が 保 育 施 設 と 事 前 調 整 の 上 、 児 童 と 一 緒 に 施 設 を 見

学 し ま す 。 見 学 日 ま で に 「 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示 書 」 及 び

「 保 育 施 設 に お け る 活 動 の め や す 」 を ご 用 意 い た だ き 、 見 学 時 に 施

設 に ご 提 示 く だ さ い 。 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示 書 の 原 本 は 、 別 途 、 市 に

ご 提 出 く だ さ い 。  

保 育 所 等 の 施 設 長 や 看 護 師 等 は 、 市 か ら の 情 報 提 供 の 内 容 を 踏 ま

え 、 児 童 の 状 況 及 び 実 施 す る 医 療 的 ケ ア を 確 認 し ま す 。  

２ ． 医 療 的 ケ ア 児 の 入 所 ま で の 手 続  

 

４  



 

 

医 療 的 ケ ア の 対 応 に つ い て 不 明 な 点 は 、 主 治 医 に 確 認 し ま す 。 ま

た 、 必 要 に 応 じ て 、 市 、 保 育 所 等 、 主 治 医 医 療 機 関 、 関 係 機 関 で 打

ち 合 わ せ を 実 施 す る な ど 、 情 報 を 共 有 し ま す 。  

既 に 医 療 的 ケ ア 児 が 在 籍 し て い る 場 合 や 施 設 の 体 制 等 の 事 情 に よ

っ て は 、 利 用 を 希 望 し て も 入 所 で き な い こ と も あ り ま す 。  

３  寝 屋 川 市 医 療 的 ケ ア 児 関 係 機 関 会 議 の 開 催   

保 育 所 等 へ の 入 所 を 希 望 す る 児 童 の 状 況 、 医 療 的 ケ ア の 内 容 、 施 設

に お け る 配 慮 事 項 、 支 援 方 針 等 に 関 し て 、 専 門 的 な 見 地 か ら 意 見 を 聴

取 す る た め 、 関 係 機 関 職 員 等 で 構 成 さ れ る 「 寝 屋 川 市 医 療 的 ケ ア 児 関

係 機 関 会 議 」 を 実 施 し ま す 。  

【 会 議 の 検 討 内 容 】  

・ 集 団 保 育 を 実 施 す る に 当 た り 、主 治 医 等 に 事 前 確 認 が 必 要 な 事 項

の 有 無 と 確 認 内 容  

・  児 童 の 状 態 、 生 活 状 況 等 を 踏 ま え た 必 要 な 保 育 体 制 ・ 支 援 策  

・ 保 護 者 、世 帯 に 対 し て 協 力 を 依 頼 す る 事 項 、了 承 し て も ら う べ き

事 項 及 び 支 援 し て い く べ き 事 項 の 確 認  

・  受 入 れ に 当 た り 保 育 所 等 で 施 設 改 善 等 の 条 件 整 備  

・  緊 急 時 の 対 応 及 び 搬 送 医 療 機 関 の 確 認  等  

４  利 用 申 請 の 締 切 り  

保 護 者 は 、 利 用 申 請 の 締 切 日 ま で に 、 保 育 の 必 要 な 事 由 を 証 明 す る

書 類 等 の 必 要 書 類 を 用 意 し 、 保 育 課 に 申 請 し ま す 。  

利 用 相 談 時 に 提 出 し た 内 容 に 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、 必 要 に 応 じ て

市 に 再 提 出 が 必 要 と な る 場 合 が あ り ま す 。  

５  利 用 調 整 結 果 の 通 知   

利 用 調 整 の 結 果 は 「 利 用 調 整 結 果 通 知 書 」 に よ り 市 が 保 護 者 に 通 知

し ま す 。  

利 用 調 整 の 結 果 、 内 定 と な っ た 場 合 に お い て 、 新 た に 看 護 師 等 の 配

置 が 必 要 と な る 場 合 や 受 入 れ に 必 要 な 設 備 の 整 備 等 が 必 要 と な る 場 合

な ど 、 受 入 れ 体 制 が 整 う ま で 入 所 を お 待 ち い た だ く こ と が あ り ま す 。  

５  



 

 

 

６  施 設 と の 面 談   

  原 則 、 保 護 者 が 児 童 と 一 緒 に 施 設 を 訪 問 し 、 入 所 に あ た っ て の 面 談

を 行 い ま す 。  

保 育 所 等 の 施 設 長 や 看 護 師 等 は 、「 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示

書 」 な ど の 書 類 で 児 童 の 状 況 や 実 施 す る 医 療 的 ケ ア を 確 認 し ま す 。 見

学 時 の 「 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示 書 」 の 内 容 に 更 新 が あ る 場 合

は 、 最 新 の 「 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示 書 」 を 保 護 者 が 施 設 に 提

出 し ま す 。  

保 育 所 等 は 重 要 事 項 説 明 書 、 医 療 的 ケ ア 等 を 必 要 と す る ガ イ ド ラ イ

ン 等 の 内 容 を 説 明 し 、 保 護 者 と 合 意 し ま す 。 ま た 、 保 育 所 等 は 、 必 要

に 応 じ て 子 育 て 支 援 課 、 保 育 課 、 関 係 機 関 等 と の 医 療 面 で の 連 携 を 行

い 、 施 設 改 善 等 の 条 件 整 備 等 を 確 認 し ま す 。  

７  保 育 計 画 と マ ニ ュ ア ル の 作 成   

保 育 所 等 に お い て 、 安 全 な 保 育 を 提 供 す る た め に は 、 医 療 的 ケ ア に

関 す る 手 順 は も ち ろ ん の こ と 、 役 割 分 担 や 注 意 事 項 等 に つ い て 、 利 用

を 開 始 す る 前 に マ ニ ュ ア ル 等 を 整 備 し て お く こ と が 必 要 で あ り 、 安 全

か つ 適 正 に 医 療 的 ケ ア を 提 供 で き る よ う 、 施 設 長 を 含 む 全 て の 職 員 が

理 解 し て お く こ と が 重 要 で す 。  

そ の た め に 、 保 育 所 等 が 医 療 的 ケ ア 児 を 受 け 入 れ る に あ た り 、 以 下

の と お り 、 必 要 な 保 育 計 画 や マ ニ ュ ア ル 等 を 作 成 し ま す 。  

①  「 医 療 的 ケ ア 児 個 別 支 援 計 画 」  

②  「 生 活 記 録 (連 絡 帳 )」  

③  「 医 療 的 ケ ア 実 施 記 録 」  

④  「 予 想 さ れ る 緊 急 時 の 対 応 フ ロ ー 」  

８  利 用 決 定 後 の 必 要 な 書 類  

保 護 者 は 、 必 要 書 類 を 保 育 所 等 へ 提 出 し ま す 。  

①  医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示 書 （ 原 本 ）  

※  入 所 前 に 「 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示 書 」 の 内 容 に 更 新 が

６  



 

 

あ る 場 合 の み 提 出 し ま す 。  

※  入 所 後 、 進 級 の 際 、 年 に １ 回 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示 書

提 出 し て く だ さ い 。  

②  医 療 的 ケ ア 児 の 保 育 に 関 す る 同 意 書  

③   医 療 機 器 等 預 か り 同 意 書  

※  入 所 後 に 医 療 的 ケ ア の 実 施 内 容 が 変 更 と な る 場 合 は 、 医 療 的 ケ

ア 実 施 変 更 届 出 書 を 提 出 し て く だ さ い 。  
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【 医 療 的 ケ ア 児 の 入 所 ま で の 手 続  フ ロ ー 図 】  

医 療 的 ケ ア 児 の 入 所 ま で の 基 本 的 な 流 れ は 通 常 と 大 き く 異 な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  



 

 

４ 月 か ら 保 育 所 等 利 用 を 希 望 す る 場 合 の 主 な 流 れ 【 一 例 】  

※  保 育 所 等 利 用 申 請 の 受 付 期 間 、 利 用 調 整 の 時 期 は 年 度 に よ っ て 異 な り ま す 。  

 

実 施  

予 定 月  
実 施 内 容  保 護 者 の 提 出 物  

～ ８ 月 下 旬  保 育 課 へ の 事 前 相 談  

① 医 療 的 ケ ア 児 保 育 所 等 利

用 事 前 相 談 票  

② 医 療 的 ケ ア 実 施 依 頼 書  

③ 疾 患 に 関 す る 資 料 や 文 献  

９ 月 ～ 10 月  

主 治 医 へ 必 要 書 類 の 依 頼  
 

施 設 見 学 ・ 面 談  
③ 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書・

指 示 書 （ 原 本 ）  

10 月 ～ 11 月  

同 行 受 診 （ 保 育 課 ）  

※ 必 要 に 応 じ て 実 施 し ま す 。  

④ 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書・

指 示 書 （ 写 し ）  

寝 屋 川 市 医 療 的 ケ ア 児 関 係 機 関 会 議  

保 育 所 等 利 用 申 請 及 び 利 用 調 整 ※  

 

施 設 内 定  

12 月  利 用 調 整 結 果 通 知 の 発 送  
 

12 月 ～ ３ 月  

同 行 受 診 の 実 施（ 保 育 課・ 内 定 施 設 職

員 ）  

施 設 の 看 護 師 等 に 対 し て 主 治 医 に よ

る 医 療 的 ケ ア の 指 示 ・ 指 導 の 実 施  

医 療 的 ケ ア 計 画 作 成  

施 設 内 体 制 準 備  

⑤ 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書・

指 示 書 ※ 変 更 が あ る 場 合 の み  

⑥ 医 療 的 ケ ア 児 の 保 育 に 関

す る 同 意 書  

⑦ 医 療 機 器 等 預 か り 同 意 書  

4 月 ～  ⑧  入 所 、 な ら し 保 育 開 始  
【 変 更 が あ れ ば 随 時 】  

医 療 的 ケ ア 実 施 変 更 届 出 書  

９  



 

 

 

 

１  集 団 生 活 で の 配 慮  

⑴  職 員 連 携  

入 所 前 か ら 児 童 の 医 学 的 状 況 、発 達・生 活 上 の 配 慮 、保 護 者 の 情 報

の 把 握 な ど に つ い て 、 施 設 全 体 で 組 織 的 に 情 報 共 有 す る 仕 組 み を 構

築 し ま す 。  

日 中 の 保 育 で は 、 職 員 が ロ ー テ ー シ ョ ン で 勤 務 し て い る 保 育 所 等

の 施 設 特 性 を 踏 ま え 、医 療 的 ケ ア や 体 調 へ の 配 慮 、保 育 の 実 施 状 況 、

緊 急 時 の 対 応 な ど の 情 報 を 職 員 間 で 申 し 送 り ・ 共 有 す る よ う に し ま

す 。施 設 職 員 全 員 が 適 切 に 連 携 し な が ら 、施 設 全 体 と し て 児 童 の 安 全

を 確 保 し て い く こ と が と て も 重 要 で す 。  

⑵  な ら し 保 育 の 実 施  

保 育 所 等 へ 入 所 す る こ と は 、 こ れ ま で の 保 護 者 と の 家 庭 で の 生 活

か ら 、児 童 同 士 や 職 員 と の 集 団 生 活 へ と 変 わ る た め 、新 た な 環 境 に 慣

れ る こ と が 重 要 で す 。ま た 、保 護 者 と 施 設 長 、看 護 師 等 、担 当 保 育 士

と で 医 療 的 ケ ア の 内 容 や 方 法 を 相 互 に 確 認 す る こ と や 、 安 全 に 過 ご

す た め の 配 慮 事 項 や リ ス ク 等 を 踏 ま え た 具 体 的 な 医 療 的 ケ ア 児 個 別

支 援 計 画 を 立 て る こ と が 必 要 と な り ま す 。  

そ の た め 、入 所 後 一 定 の 期 間 、保 護 者 も 付 き 添 っ て 短 時 間 か ら の 慣

ら し 保 育 を 行 い 、 保 育 の 内 容 や 医 療 的 ケ ア の 内 容 を 保 護 者 と 保 育 所

等 で 確 認 し ま す 。  

慣 ら し 保 育 の 期 間 は 、 個 々 の 児 童 の 状 況 や 看 護 師 等 に よ る 医 療 的

ケ ア の 習 熟 等 を 踏 ま え て 、保 護 者 と 保 育 所 等 と 協 議 の 上 決 定 し ま す 。 

⑶  一 日 の 流 れ  

①  登 園  

受 入 れ を 担 当 す る 職 員 は 、 前 日 か ら 登 園 ま で の 家 庭 の 様 子 や 健

康 状 態 等 に つ い て 、 連 絡 帳 等 を 活 用 し な が ら 保 護 者 に 確 認 し ま す 。 

日 々 の 医 療 的 ケ ア に 必 要 な 器 具 や 物 品 に つ い て も 保 護 者 か ら 預

３．入所後の生活  
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か り ま す 。ま た 、確 認 し た 内 容 を 児 童 に 関 わ る 全 職 員 と 共 有 し ま す 。 

②  日 中 の 保 育  

児 童 の 健 康 状 態 を 考 慮 し な が ら 、１ 日 の 保 育 の 流 れ に 沿 っ て 、看

護 師 等 、保 育 士 な ど そ れ ぞ れ の 職 員 が 担 当 す る 役 割 を 確 認 し 、職 員

間 で 連 携 を 図 り な が ら 保 育 し ま す 。  

ま た 、安 全 を 確 保 し た 上 で 、医 療 的 ケ ア 児 が 可 能 な 限 り 他 の 児 童

と 積 極 的 な 関 わ り を 持 ち な が ら 過 ご す こ と が で き る よ う 配 慮 し ま

す 。  

③  医 療 的 ケ ア の 実 施  

保 育 所 等 で 実 施 す る 医 療 的 ケ ア は 、医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書・指

示 書 に 基 づ き 、 あ ら か じ め 保 護 者 と 確 認 し た 内 容 及 び 方 法 で 行 い

ま す 。実 施 に あ た っ て は 、児 童 の 状 況 に 配 慮 し 、必 要 に 応 じ て 専 用

ス ペ ー ス な ど プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 し た 上 で 行 い ま す 。  

ま た 、実 施 し た 医 療 的 ケ ア を 記 録 し 、職 員 間 で 共 有 す る と と も に 、

連 絡 帳 等 に 記 載 し ま す 。  

や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 医 療 的 ケ ア を 行 う 看 護 師 等 が 不 在 の

場 合 は 、 保 護 者 等 が 医 療 的 ケ ア を 実 施 す る か 、 保 育 所 等 を 利 用 で

き な い こ と が あ り ま す 。  

④  降 園  

お 迎 え 時 に は 、 連 絡 帳 等 を 用 い て 児 童 の 日 中 の 様 子 や 医 療 的 ケ

ア の 実 施 状 況 等 を 伝 え る と と も に 、 登 園 時 に 預 か っ た 器 具 や 物 品

を 返 却 し ま す 。  

医 療 的 ケ ア の 実 施 者 と 降 園 時 に 担 当 す る 職 員 が 異 な る 場 合 も 想

定 さ れ る た め 、 職 員 間 で 情 報 共 有 を 行 い 、 適 切 に 対 応 し ま す 。  

⑷  行 事 ・ 園 外 活 動 等 の 対 応  

個 々 の 児 童 に 合 っ た 無 理 の な い 行 事 や 園 外 活 動 等 を 計 画 し 、 あ ら

か じ め 保 護 者 へ の 説 明 と 理 解 を 得 て お く ほ か 、 必 要 に 応 じ て 主 治 医

に も 確 認 し ま す 。安 全 な 保 育 の た め 、保 護 者 の 同 行 を 求 め る 場 合 は 、

そ の 必 要 性 な ど を 十 分 に 検 討 し 保 護 者 の 理 解 と 協 力 を 得 る こ と が 必
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要 で す 。  

ま た 、体 調 や 当 日 の 天 候 等 に よ り 、安 全 な 保 育 や 適 切 な ケ ア の 確 保

が で き な い と 保 育 所 等 が 判 断 し た 場 合 は 、事 前 に 保 護 者 の 同 意 の 上 、

参 加 を 見 合 わ せ る 場 合 が あ る こ と に つ い て 説 明 し ま す 。  

 ⑸  医 療 的 ケ ア 内 容 の 変 更 が 生 じ た 場 合 の 対 応  

   児 童 の 健 康 状 態 の 変 化 な ど 医 療 的 ケ ア 内 容 が 変 更 と な っ た 場 合 に

は 、 保 護 者 は 「 医 療 的 ケ ア 実 施 （ 変 更 ） 届 」 及 び 主 治 医 が 記 入 し た

「 医 療 的 ケ ア 主 治 医 意 見 書・指 示 書 」を 保 育 課 に 改 め て 提 出 し ま す 。  

ま た 、進 級 時 に は 必 ず 医 療 的 ケ ア の 内 容 の 確 認 を 行 い 、「 医 療 的 ケ  

ア 主 治 医 意 見 書 ・ 指 示 書 」 を 保 育 課 に 提 出 し て く だ さ い 。  

 ⑹  就 学 に 向 け た 支 援  

医 療 的 ケ ア 児 を 受 け 入 れ る 保 育 所 等 に お い て は 、 年 少 段 階 か ら 保

護 者 と 就 学 に 向 け た ビ ジ ョ ン を 共 有 し 、希 望 す る 就 学 先 に 合 わ せ て 、

就 学 ま で に 必 要 な 流 れ に つ い て 保 育 所 等 が 複 数 回 面 談 を し な が ら 、

情 報 の 提 供 や 共 有 を し て い く こ と が 重 要 で す 。  

２  日 常 の 保 育 実 施 に 当 た っ て の 留 意 点  

⑴  他 の 保 護 者 ・ 児 童 へ の 説 明  

医 療 的 ケ ア 児 の 保 護 者 の 同 意 を 得 た 上 で 、 ク ラ ス に 医 療 的 ケ ア 児

が 在 籍 す る こ と に つ い て 説 明 し 、 共 に 保 育 を 行 う こ と に 対 し て 理 解

を 得 ら れ る よ う 努 め ま す 。  

ま た 、幼 児 ク ラ ス で は 、他 の 児 童 が 医 療 的 ケ ア 児 を 手 助 け す る 様 子

も あ る こ と か ら 、事 故 の リ ス ク を 軽 減 す る た め 、実 施 す る 医 療 的 ケ ア

の 内 容 や 、 そ れ ぞ れ の 器 具 の 重 要 性 や 取 扱 い に つ い て 説 明 し ま す 。  

⑵  施 設 内 で の 感 染 症 の 対 応  

保 育 所 等 で の 感 染 症 対 策 に つ い て は 、「 保 育 所 に お け る 感 染 症 ガ イ

ド ラ イ ン  (厚 生 労 働 省 ) 」 に 準 じ た 対 応 を 行 い ま す 。  

施 設 内 で 感 染 症 が 流 行 し て い る 場 合 は 、保 護 者 と 情 報 共 有 し 、感 染

す る 可 能 性 が あ る こ と や 感 染 状 況 に よ っ て 登 園 を 見 合 わ せ て い た だ

く 可 能 性 が あ る こ と を 事 前 に 保 護 者 と 確 認 し ま す 。  
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３  安 全 管 理  

⑴  緊 急 時 の 対 応  

保 育 所 等 は 、チ ュ ー ブ 等 の 自 己 抜 去 や 急 な 体 調 の 変 化 等 、想 定 さ れ

る リ ス ク を 抽 出 し 、「 予 想 さ れ る 緊 急 時 の 対 応 フ ロ ー 」等 の マ ニ ュ ア

ル を 作 成 し ま す 。  

対 応 フ ロ ー に は 、 事 前 に 保 護 者 や 主 治 医 医 療 機 関 に 確 認 し た 緊 急

連 絡 先 や 緊 急 時 の 対 応 方 法 な ど を 記 載 し ま す 。 そ の 内 容 を 全 て の 職

員 で 共 有 し 、 緊 急 時 に 適 切 な 対 応 が で き る よ う 定 期 的 に 訓 練 を 実 施

し ま す 。  

ま た 、 保 育 中 に 児 童 の 体 調 変 化 や 医 療 的 ケ ア が 困 難 と な っ た 等 の

理 由 に よ り 、保 育 の 継 続 が 困 難 で あ る と 判 断 し た 場 合 に は 、保 育 利 用

時 間 の 途 中 で あ っ て も 、 保 護 者 に お 迎 え を 依 頼 し ま す 。  

⑵  災 害 発 生 時 （ 自 然 災 害 に よ る 避 難 等 ） の 対 応  

災 害 の 発 生 に 備 え 、平 時 よ り 準 備 を し て お く こ と が 大 切 で す 。避 難

訓 練 等 に お い て 職 員 間 で 医 療 的 ケ ア 児 を 含 め た 避 難 方 法 、避 難 経 路 、

避 難 先 等 を 確 認 し ま す 。  

非 常 食 や 医 薬 品 、医 療 材 料 の 備 蓄 、医 療 機 器 の バ ッ テ リ ー の 確 保 等

に つ い て 、あ ら か じ め 保 護 者 に 確 認 し ま す 。ま た 、預 か っ て い る 器 具

の 定 期 的 な メ ン テ ナ ン ス を 保 護 者 に 依 頼 し ま す 。  

災 害 時 、電 話 等 が 不 通 で 連 絡 が と れ な い 、保 護 者 が す ぐ に 迎 え に 来

ら れ な い 場 合 な ど を 想 定 し た 対 応 に つ い て も 、 保 育 所 等 は 保 護 者 と

確 認 を し ま す 。施 設 か ら 別 の 場 所 に 避 難 す る 場 合 に 備 え 、必 要 に 応 じ

て 必 需 品・医 薬 品 等・緊 急 時 の 対 応 手 順 書・医 療 機 関 の 連 絡 先 を 入 れ

た 個 別 の 非 常 用 リ ュ ッ ク を 準 備 し ま す 。  

⑶  リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト  

保 育 所 等 は 、重 大 な 事 故 を 未 然 に 防 ぐ た め 、保 育 中 の 事 故 や ヒ ヤ リ

ハ ッ ト を 記 録 す る と と も に 、 施 設 内 の 全 て の 職 員 同 士 で 情 報 共 有 を

行 い 、 改 善 策 や 予 防 策 を 検 討 し 、 再 発 防 止 に 努 め ま す 。  
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寝 屋 川 市 こ ど も 部 保 育 課  

住 所 ： 寝 屋 川 市 早 子 町 12 番 16 号  サ ー ビ ス ゲ ー ト ４ 階  

TEL： 072-800-7087(直 通 )  

MAIL： hoiku@city.neyagawa.osaka.jp  


